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平成２７年４月２２日判決言渡 

平成２６年(行コ)第４５７号各贈与税決定処分取消等請求控訴事件 

主 文 

１ 本件控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 芝税務署長が，控訴人ａに対し，平成２１年２月２７日付けでした，平成１

７年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分（ただし，いずれ

も平成２１年７月６日付けでされた異議決定により一部取り消された後のも

の）を取り消す。 

３ 芝税務署長が，控訴人ｂに対し，平成２１年２月２７日付けでした，平成１

７年分の贈与税の更正処分のうち，課税価格３０億２５２０万円及び納付すべ

き税額６億０００４万円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分

（ただし，いずれも平成２１年７月６日付けでされた異議決定により一部取り

消された後のもの）を取り消す。 

第２ 事案の概要（以下，特に注記しない略語は原判決の例による。） 

１  控訴人ａは，平成１７年３月３１日当時，酒類食料品の卸売等を目的とす

るｃ株式会社（ｃ）と不動産賃貸を目的とするｄ合名会社（平成１７年３月

３１日当時。(ｄ)）及び有限会社ｅ（ｅ）の代表者であり，ｃの株主かつｄ

及びｅの社員である。 

控訴人ｂは，控訴人ａの子であり，ｃの株主でありｄの社員である。訴外

ｆ（ｆ）は，控訴人ａの母，控訴人ｂの祖母であり，平成１７年３月３１日

まで，ｅの社員であった。 

 平成１７年３月３１日当時，ｃの発行済株式総数は７００万株で，控訴人
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ａが３９万１１５０株，控訴人ｂが５万株，ｄが１９８万９１００株，ｅが

２００万株を保有していた。ｄの出資総額は３０００万円（６０万口）で，

控訴人ａが１９９０万円（３９万８０００口），控訴人ｂが１０万円（２０

００口）の出資持分を保有していた。ｅの資本総額は１億円（１０万口）で，

その出資持分（本件ｅ出資）は，ｆが４７９９万５０００円（４万７９９５

口），控訴人ａが５０００円（５口）であったほか，ｃの取引先である酒造

会社等１３社（本件１３社）が各４００万円（各４０００口）の持分を保有

していた。ｃ，ｄ及びｅは，いずれも同族会社に該当する会社であった。 

 ｆは，平成１７年３月３１日，自己が有していた本件ｅ出資の全部を以下

のとおり，いずれも代金を１口当たり３万９２３５円として売却した（本件

各譲渡）。 

ア ２万４０００口（譲渡先・ｃ，代金・９億４１６４万円） 

イ ２万３９９５口（譲渡先・ｄ，代金９億４１４４万３８２５円） 

 控訴人ａは，同年５月９日，控訴人ｂに対し，ｄの出資持分１２９０万円

（２５万８０００口）を贈与し（本件出資贈与），また，現金６億円を贈与

した（本件現金贈与）。 

控訴人ｂは，平成１８年２月２８日，本件出資贈与及び本件現金贈与に係

る平成１７年分の贈与税の申告書を芝税務署長に提出した。 

 芝税務署長は，本件各譲渡が時価より著しく低い価額の対価でされたもの

で，その結果いずれも同族会社であるｃの株式及びｄの持分の価額が増加し

たことから，控訴人ａは相続税法９条（平成１９年法律第６号による改正前

のもの。以下同じ。）にいう「対価を支払わないで」「利益を受けた」者と

認められ，同条により，上記の価額が増加した部分に相当する金額を控訴人

ａがｆから贈与により取得したものとみなされるとして，平成２１年２月２

７日付けで，控訴人ａに対し，原判決別表１の順号１の各欄に記載のとおり，

平成１７年分の贈与税の決定処分（本件決定処分）及び無申告加算税の賦課



 3 

決定処分（以下「控訴人ａ賦課決定処分」といい，本件決定処分と併せて

「本件決定処分等」という。）をした。 

 また，芝税務署長は， ，本件各譲渡によるｃの株式及びｄ

の持分の価額増加分は，相続税法９条により控訴人ｂがｆから贈与により取

得したとみなされる上，本件出資贈与にかかるｄの持分の価額が控訴人ｂの

申告書の記載よりも高額になるとして，平成２１年２月２７日付けで，控訴

人ｂに対し，原判決別表２の順号２欄に記載のとおり，平成１７年分の贈与

税の更正処分（本件更正処分）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下

「控訴人ｂ賦課決定処分」といい，本件更正処分と併せて「本件更正処分

等」という。また，本件決定処分等と本件更正処分等とを併せて「本件各処

分」という。）をした。 

 控訴人らは，平成２１年４月２２日，芝税務署長に対し，それぞれ本件決

定処分等と本件更正処分等とを不服として異議申立てをし，芝税務署長は同

年７月６日付けで原判決別表１の順号３及び別表２の順号４の各欄記載のと

おり本件各処分の一部を取り消す決定をした。控訴人らは，それら決定を経

た後の本件各処分になお不服があるとして，平成２１年８月４日，国税不服

審判所長に対し，それぞれ審査請求をしたが，国税不服審判所長は，平成２

２年７月２６日付けで，控訴人らの各審査請求を棄却する裁決をした。 

 本件は，控訴人らが，本件各譲渡に関し控訴人らに相続税法９条は適用さ

れない，本件各譲渡は時価より著しく低い価額の対価でされたものではなく，

控訴人らにおいて相続税法９条にいう「対価を支払わないで，又は著しく低

い価額の対価で利益を受けた」ともいえない，などとして，控訴人ａにおい

て異議決定による一部取消後の本件決定処分等を，控訴人ｂにおいて同じく

一部取消後の本件更正処分等を，それぞれ違法であると主張して，その取消

しを求めた事案である。 

２ 原判決は，本件各処分はいずれも適法であるとして，控訴人らの請求をいず
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れも棄却した。 

これに対し，控訴人らが控訴をして，第１記載のとおりの判決を求めた。 

３ 関係法令の定め，前提事実，本件各処分の根拠及び適法性に関する被控訴人

の主張，争点及び争点に関する当事者の主張の要点は，次項４のとおり当審に

おける控訴人らの主張の要点を加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄の

「第２ 事案の概要」の１項ないし５項に記載のとおりであるから，これを引

用する。 

４ 当審における控訴人らの主張の要点 

 相続税法９条の適用要件について 

相続税法基本通達９－２は，同族会社の株主等が贈与によって取得したも

のとみなす場合の例示として，①  低額での

  低額での財産

，

 

み益の移動が生じ，これによって株主の所有株式の価額が直接影響を受けて

増加する。このような株主間の経済的利益の移動は，会社の株価の増加と直

接には関係がない。このような場合，株主間に経済的利益の移転があること

は判例においても認められている。これに対し，相続税法では，個人が所有

する資産に評価益が生じても，それだけの理由で贈与税を課税されることは

ないところ，このような個人資産の評価益が損益取引に基因して発生した場

合も同様に課税をされるべきではない。例えば個人甲が同族会社に財産を低

額譲渡した場合に，同族会社の株主乙の所有する株式の評価益は会社の資産

等の増加に伴って株価が上昇したことによる反射的効果であって，経済的利

益が甲から乙へと移動したとはいえない。このように，損益取引に起因する

評価益は，当該譲渡者等から同族会社の株主等に移動したものではなく，経
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済的利益の移転がないのである。このような場合には，相続税法９条が予定

する「当該利益を受けさせた者」と「当該利益を受けた者」との間の利益の

授受（対立承継関係）が見られないのであるから，これに課税をすることは，

同条の文言及び趣旨から乖離し許されない。 

以上の検討の結果によれば，相続税法９条の「利益」は資本等取引に起因

が規定するような損

益取引に起因する利益は，相続税法９条の規定する「利益」に該当しないと

解するのが相続税法の解釈や判例からも妥当である。 

 本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価について 

原判決が掲げる「本件ｅ出資の購入及び売却の経緯等」は，本件に特有の

事情ではなく，非上場有価証券の取引に関して一般的に妥当する事柄に過ぎ

ない。本件１３社は，いずれも日本を代表する大企業であり，株主に対する

経営責任を果たすという観点から考えても，本件各譲渡に当たってｃとの取

引関係の強化又は維持に繋がり得るか否かを検討するのは当然のことである。

したがって，これをｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買に売買実例と

して適正性がないとする理由とすることはできない。他方，原判決は，本件

１３社において本件ｅ出資の譲渡に当たって譲渡価額の妥当性について十分

に検討していたこと，本件１３社は，本件各譲渡によって売買差益を得てい

ること，本件１３社とｄとの間に，資本関係は全くなく，同族関係にもなく，

役員の兼任といった人的関係もないこと等の重要な事実を無視している。し

たがって，ｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買を適正な売買実例と評

価しなかった原判決は不当であり，これらを適正な売買実例として，同取引

における１口当たり５０００円の価格を本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価と

すべきである（控訴人らの主張する売買実例に基づく評価方法は，非上場有

価証券の評価方法として一般に認められているものである。）。 

 株式保有特定会社通達の適用について 
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株式保有特定会社通達（評価通達１８９－３）は，財産についての評価額

と実際の取引価額との間の開差が租税回避行為に利用されるケースがあった

ことを契機に創設されたものであるから，租税回避行為の弊害の有無を株式

保有特定会社該当性の考慮要素とすることも妥当かつ当然である。したがっ

て，本件のような合理的な経済取引を行った結果として形式的に株式保有特

定会社通達に該当した場合にまで，当該通達を適用すべきではない。 

 本件ｅ出資に係る同族株主判定について 

ア 評価通達６により，評価通達の定める方式以外の評価方式によって評価

する場合には，国税庁長官の指示を受ける必要があるのに，原処分庁にお

いて本件ｅ出資の評価に際し評価通達の定める方式以外の評価方式によっ

て評価することに国税庁長官の指示を受けた事実はない。したがって，本

件各処分には手続違反があり，これは課税庁を拘束する規範に違反した処

分といえ，適正手続の保障にも違反し，違法性がある。 

イ  平成１８年度税制改正前は，同族関係者の判定につき，発行済株式等

の５０パーセント超を保有しない場合にこれを同族関係者とみなす課税

実務は行われていなかった。同改正後においても，法人税法施行令４条

６項は，判定の基礎となる株主等の意思に従って議決権を行使する旨の

合意がある場合にのみ実質上の議決権者を保有者とみなして議決権割合

を算定することとしている。したがって，改正前の同族関係者の判定は，

議決権の割合によって形式的に判定すべきである。仮に実質判断をすべ

きであるとしても，他の会社を支配している場合の判定における議決権

の割合は，その行使について合意がある場合に限られるべきである。 

本件各譲渡の時において，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって

議決権総数の５０パーセント超を保有されていないから，控訴人ａらの

同族関係者に該当せず，かつ，平成１８年度税制改正後の法人税法施行

令４条６項にいう合意もない。したがって，控訴人ａらがｅを実質的に
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支配していた事実はない。 

 

原則であり，評価通達１８８－３ないし６は，一定の場合にその例外を

定める。したがって，上記通達に例外として規定されていない場合は当

然に議決権を有するものとして議決権の数及び議決権の総数に含めて同

族株主又は同族関係者該当性を判定すべきである。 

原判決は，本件１３社が社員総会に出席したり議案に反対したりする

行動をとらなかったことを理由に，実質的に本件１３社の議決権の数を

議決権の総数から除くことにより，控訴人ａの株主グループの保有割合

を１００パーセントと算出して評価通達を適用する。しかし，日本には，

株式の持ち合いや取引相場のない株式の出資者等に議決権を行使しない

いわゆる「物言わぬ株主」が多く存在する。それらについて，総会に出

席しなかったことや白紙委任ないし賛成の委任状を提出したことをもっ

て，すべて議決権がないものとして同族株主及び同族関係者該当性を判

断することは極めて不合理である。 

 原判決が，ｅの社員及び出資口数の移動の有無，本件１３社による本

件ｅ出資購入の動機，ｅの社員総会等における本件１３社の現実の行動

などの事情から控訴人ａ及びｄにおいてｅを実質的に支配する関係にあ

ると認定したのは，その基礎となる事実関係の評価を誤ったものである。 

 原判決は，評価通達が同族株主については議決権総数の３０パーセン

トを，同族関係者については議決権総数の５０パーセントを基準として

株主を振り分けていることを無視し，いずれも「実質的な支配」という

基準で判定している。これは評価通達の合理性を失わせるものである。 

 原判決が，控訴人ａらの「実質的な支配」という評価通達の定めと異

なる判断基準により，ｅを控訴人ａ及びｄの同族関係者に該当するとし

たことは，租税平等主義，租税要件明確主義，適正手続の保障に違反し，
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許されない。 

 法人税額等相当額の控除について 

本件において，仮に本件ｅ出資を原則的な方式により評価すべきであると

しても，控訴人らが受けた利益の算定においては，本件ｅ出資の評価に際し，

法人税額等相当額を控除すべきである。 

 評価通達１８５ただし書の適用について 

原判決は，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって実質的に支配されて

いたなどとして，評価通達１８５のただし書を適用しなかった。しかし，原

判決は，ｃ及びｄのｅに対する議決権割合が３１．５７パーセントに過ぎな

かった事実を無視し，公知の事実といえる一般的な出資者の態度に関する認

識に反し，ｅにおいて出資者として慎重な対応が求められるような重要議案

はなく，配当も順調に行われていた事実を見落として，誤った認定をしたも

のであり，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって実質的に支配されてい

たのではない。原判決は，特定の納税者に対し不利益に評価通達の適用を排

除するもので租税平等主義に違反する。また，実質的に課税要件として機能

する評価通達１８５ただし書の規定の適用範囲を不明確にするもので，課税

要件明確主義に違反する。さらに，手続面においても，国税庁長官の指示を

経ることなく評価通達１８５に反する処分が行われた本件においては同通達

６に違反する事実があるのに，原判決はこれを追認してしまった。 

 著しく低い価額の対価の判断方法について 

原判決は，本件各譲渡につき時価より著しく低い価額の対価でされたもの

と認定するにあたり，その判断基準を示しておらず，課税に対する予測可能

性を担保できず，租税法律主義の観点から妥当でない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も，控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は，

当審における控訴人らの主張を踏まえて次項２のとおり補足するほかは，原判
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決の「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」に記載のとおりであるか

ら，これを引用する。 

２（当審における控訴人らの主張について） 

 相続税法９条の適用要件について 

控訴人らは，相続税法９条の「利益」は資本等取引に起因する利益である

に当たらないと主張する。 

しかし，相続税法９条の「利益」が法文上その発生原因となる取引を限定

していると解すべき理由はない。また， は，同族

会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合，その譲

渡をした者と当該会社ひいてはその株主又は社員との間にそのような譲渡が

されるのに対応した相応の特別の関係があることが一般であることを踏まえ，

実質的にみて，当該会社の資産の価額が増加することを通じて，その譲渡を

した者からその株主又は社員に対し，贈与があったのと同様の経済的利益を

移転したものとみることができるから，株式又は出資の価額増加部分に相当

する金額を贈与によって取得したものと取り扱う趣旨と解されることは，原

判決が説示（原判決９頁２５行目から１０頁１６行目まで）するとおりであ

る。このような趣旨からすれば，控訴人らの主張するような取引による区別

をする必要はないというべきである。 

 本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価について 

控訴人らは，本件１３社とｄとの間の本件ｅ出資取引に関して原判決が摘

示した事実はいずれも非上場有価証券の取引において一般的に妥当する事柄

にすぎないとした上で，本件１３社とｄとの間に資本関係並びに同族関係及

び役員の兼任等の人的関係がないこと等の事情を指摘し，ｄと本件１３社と

の間の本件ｅ出資の売買取引は適正な売買実例と評価すべきであり，同取引

における１口５０００円の価格が本件ｅ出資の本件各譲渡時の時価であると
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主張する。 

しかし，控訴人らの指摘する事情を考慮に入れても，ｅ設立時のｇ及び控

訴人ａの出資状況，ｇから本件１３社が本件ｅ出資を購入し，その後売却し

た経緯等の原判決が説示する事情（原判決１５頁１３行目から２３頁１４行

目まで）に照らせば，ｅは設立以来控訴人ａとｇ及びその承継人であるｆ，

さらにその承継人であるｄが実質的に支配してきたものであることは，原判

決の判示するとおりであり（原判決２６頁２２行目から２８頁８行目まで），

そして，本件１３社は，いずれも有力な取引先であるｃとの取引関係の維持

又は強化を動機として，ｇほかｃ側の働きかけに応じて本件ｅ出資を購入し，

ｃ側にとってはいわゆる安定社員としてｅの経営に協力してきた後，ｅ代表

者である控訴人ａによる，ｈグループのガバナンスの見直しに伴う必要性を

理由とした売却依頼に応じて，ｃ側で指定した金額によるｄへの売却に応じ

たものであることが認められる。本件１３社の本件ｅ出資取引に係る判断に

ついては，本件１３社がいずれも有力酒造会社等であり，ｃがその商品の重

要な販路となる酒類等の大手卸売会社であるという特殊な個別的関係に基づ

き，将来にわたるｈグループとの取引関係の維持又は強化という売買目的物

の客観的交換価値とは別個の考慮要素が反映され，ｅの支配継続を望むｇ及

び控訴人ａらの意向に沿って，購入や売却の取引に応じていたものであって，

控訴人ａ及びその同族関係者の意向に反するような持分権者としての権利行

使をする意図は終始なかったと推認することができる。したがって，このよ

うな特殊性を有するｄと本件１３社との間の本件ｅ出資の売買取引をもって，

目的物の客観的な交換価値に即した売買実例として適切と認めることはでき

ず，同取引における１口５０００円の価格をもって，本件ｅ出資の本件各譲

渡時の時価であるということはできない。この点，控訴人らは，本件１３社

が，いずれも日本を代表する大企業であり，株主に対する経営責任を果たす

という観点から考えても，本件各譲渡に当たってｃとの取引関係の強化又は
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維持に繋がり得るか否かを検討するのは当然であるからこのような事情から

本件ｅ出資の売買取引の特殊性を認めるべきでないと主張し，また，本件１

３社は，本件各譲渡によって売買差益を得ていることをも指摘するが，これ

らの事情や主張を考慮しても上記結論は左右されない。 

 株式保有特定会社通達の適用について 

控訴人らは，株式保有特定会社通達の適用についてはいわゆる租税回避行

為ないしその弊害を考慮要素とすべきであって，本件には株式保有特定会社

通達が適用されないと主張する。しかし，その主張に沿う評価通達の定めは

なく，資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等

に偏っている評価会社について，原則的評価方式によっては適正な株式の価

額の評価を行い難いことは，いわゆる租税回避行為ないしその弊害がある場

合か否かによって異ならないから，上記主張を採用することはできず，本件

出資の価額の評価については株式保有特定会社通達を適用して純資産価額方

式又は「Ｓ１＋Ｓ２」方式によるべきことは，原判決が説示（原判決３２頁

１９行目から３４頁２０行目まで）するとおりである。 

 本件ｅ出資に係る同族株主判定について 

ア 控訴人らは，評価通達６により，評価通達の定める方式以外の評価方式

によって評価する場合には，国税庁長官の指示を受ける必要があるのに，

原処分庁において本件ｅ出資の評価に際し評価通達の定める方式以外の評

価方式によって評価することに国税庁長官の指示を受けた事実はないから，

本件各処分には手続違反があり，これは課税庁を拘束する規範に違反した

処分といえ，適正手続の保障にも違反し，違法性があると主張する。 

しかし，評価通達６にいう「国税庁長官の指示」は，行政組織内部にお

ける指示，監督に関する定めと解すべきであり，これに反することが直ち

に国民の権利，利益に不利益を与えるものとはいえないから，その指示の

有無は本件各処分の効力に影響しないというべきである。 



 12 

イ 控訴人らは，控訴人ａ及びｄにおいてｅを実質的に支配するような関係

にはなく，本件において評価通達の定める評価方式以外の評価方式による

べき特段の事情はないなどとして，ｅを控訴人ａ及びｄの同族関係者に当

たるとした原判決を論難する。 

しかし，ｅの設立から本件１３社がｄに対し本件ｅ出資を売却するまで

の経緯等の原判決が説示する事情（原判決１５頁１３行目から２３頁１４

行目まで）に照らせば，ｅは設立以来控訴人ａとｇ，ｆ及びｄが実質的に

支配してきたものと認められることは， このよう

な事実関係を踏まえると，本件ｅ出資の扱いにおいて 等

を形式的に適用することはかえって同通達１８８及び同通達１８８－２の

趣旨にもとる結果となるから，同通達の定める評価方式以外の評価方式に

よるべき特段の事情があり，ｅは控訴人ａ及びｄの同族関係者に該当する

というべきことは，原判決が説示（原判決２４頁１６行目から３０頁１７

行目まで）するとおりである。そして，このような特段の事情がある場合

に，評価通達の定める評価方式以外の評価方式によって評価することは，

それが合理的である限り租税平等主義に反するものではないことも，原判

決が説示するとおりである。また，評価通達６は，同通達の定めによって

評価することが著しく不適当と認められる場合には他の評価方式によるこ

とを明らかにしているのであるから，同通達の定める評価方式以外の評価

方式によるべき特段の事情がある場合に他の合理的な評価方式による評価

をしたことをもって，租税要件明確主義に反するということはできず，そ

れが適正手続の保障に反するということもできない。 

 法人税額等相当額の控除について 

控訴人らは，控訴人らが受けた利益の算定において，本件ｅ出資の評価に

際し，法人税額等相当額を控除すべき旨を主張する。 

しかし，評価通達１８６－３注書きは，評価会社の所有する資産に取引相
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場のない株式があるときの当該株式の１株当たり純資産価額（相続税評価

額）の計算に当たっては，同通達１８６－２の定めにより計算した評価差額

に対する法人税額等相当額を控除しないものとしている。これは，評価通達

１８５が１株当たりの純資産額の算定に当たり法人税額等相当額を控除する

ものとしているのは，個人が財産を直接所有し，支配している場合と，個人

が会社を通じて当該財産を間接的に所有し，支配している場合との評価の均

衡を図るためであることを踏まえた上で，評価会社と同社が所有する株式の

発行会社との関係においてさらに重ねて評価の均衡を図る必要はないとする

趣旨であり，このような扱いは合理性を有するとみられる。そうすると，控

訴人らの上記主張が，本件各譲渡により控訴人らが受けた利益であるｃ株式

及びｄ出資の価額の増加額を算出するためのｃ株式及びｄ出資の純資産価額

（相続税評価額）の算出において，法人税額等相当額を控除すべきこと（本

件各処分に当たりこの控除がされていることは，原判決被告別表３及び同表

５により明らかである。）に加えて，さらにｃ及びｄが所有する本件ｅ出資

の純資産価額（相続税評価額）の算出においても，法人税額等相当額を控除

すべき旨をいうのであれば，これを採用することはできない。 

 評価通達１８５ただし書の適用について 

控訴人らは，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって実質的に支配され

ていたものではないとして，本件ｅ出資の評価に当たり評価通達１８５ただ

し書の定める評価方法を適用すべき旨を主張する。 

しかし，関係証拠によれば，ｅは控訴人ａ及びその同族関係者によって実

質的に支配されていたと認められることは， のとおりであるから，

控訴人らの上記主張はその前提を欠く。なお，このような場合に評価通達１

８５ただし書の適用をしなかったとしても，上記のような事実の下において

は合理的な理由があるというべきであり，これをもって租税平等主義違反と

いうことはできない。また，これが課税要件明確主義に反するともいえない
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。さらに，手続違反の主張についても上記

い。 

 著しく低い価額の対価の判断方法について 

控訴人らは，原判決が本件各譲渡につき時価より著しく低い価額の対価で

されたものと認定するにあたり，その判断基準を示していない等と論難する。 

しかし，原判決 説示するとおり，本件ｅ

出資の本件各譲渡の時における時価は，評価通達の定めにより評価した１口

当たり８万１２０４円と認められるのであるから，ｆは，本件各譲渡により，

ｃに対し本件ｅ出資２万４０００口を時価１９億４８８９万６０００円（１

口当たり８万１２０４円×２万４０００口）のところ９億４１６４万円（１

口当たり３万９２３５円×２万４０００口），ｄに対し本件ｅ出資２万３９

９５口を時価１９億４８４８万９９８０円（１口当たり８万１２０４円×２

万３９９５口）のところ９億４１４４万３８２５円（１口当たり３万９２３

５円×２万３９９５口）でそれぞれ譲渡したことになるのであって，これを

時価より著しく低い価額の対価でされたと認めたことに違法又は不当な点は

ない。また，控訴人らが主張するような判断基準を原判決が示していないか

らといって，上記判断が違法又は不当ということはできず，控訴人の主張は

採用できない。 

第４ 結論 

以上によれば，控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であって，

本件控訴はいずれも理由がないから，これを棄却することとして，主文のとお

り判決する。 
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